
別府市告示第 ３７ 号 

 

 令和７年度別府市貨物運送事業者等燃料価格高騰対策事業補助金交付要

綱を次のように定める。 

  令和 ８ 年 ２ 月 ６ 日 

別府市長  長 野  恭 紘    

 

令和７年度別府市貨物運送事業者等燃料価格高騰対策事業補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、燃料油価格高騰の影響を受けている運送事業者等を

支援するため、予算の範囲内で令和７年度別府市貨物運送事業者等燃料

価格高騰対策事業補助金（以下「補助金」という。）を交付することに関

し、別府市補助金等交付規則（平成２年別府市規則第５０号）に定める

もののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、

令和７年４月１日以前から別府市内に本社、支社、営業所等を有し、次

に掲げる事業（以下「補助事業」という。）を経営する者であって、第５

条に規定する申請の日以降も別府市内に本社、支社、営業所等を有し、

継続して補助事業を経営する意思を有するものとする。 

 (1) 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）第３条の許可を受

けて行う同法第２条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業（以下

「一般貨物自動車運送事業」という。） 

 (2) 貨物自動車運送事業法第３５条第１項の許可を受けて行う同法第

２条第３項に規定する特定貨物自動車運送事業(以下「特定貨物自動

車運送事業」という。) 

 (3) 貨物自動車運送事業法第３６条第１項の届出をして行う同法第２

条第４項に規定する貨物軽自動車運送事業(以下「貨物軽自動車運送

事業」という。) 

 (4) 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（平成１３年法律第



５７号）第４条の規定により大分県公安委員会の認定を受けて行う同

法第２条第１項に規定する自動車運転代行業（以下「自動車運転代行

業」という。） 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助

対象者としない。 

 (1) 市税を完納していない者。ただし、市長が特別の理由があると認め

る者を除く。 

 (2) 暴力団関係者（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下こ

の号において「暴力団員」という。）、同条第２号に規定する暴力団（以

下この号において「暴力団」という。）若しくは暴力団員と交わりを持

つ者又は暴力団若しくは暴力団員が経営を支配し、若しくは利用して

いると認められる企業若しくは団体をいう。） 

 （補助対象車両） 

第３条 補助金は、補助対象者が補助事業に使用する自動車（自動車運転

代行業にあっては、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第２

条第７項に規定する随伴用自動車（以下「随伴用自動車」という。））（以

下「補助対象車両」という。）に応じて交付する。 

２ 補助対象車両は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものでなければ

ならない。 

 (1) 補助事業に使用するために所有し、又はリース契約に基づき借用し

ていること。 

 (2) 道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第３条に規定する普

通自動車、小型自動車又は軽自動車であること。ただし、二輪自動車

及び被牽引自動車、霊きゅう車等は除く。 

 (3) 自動車検査証に記載の使用の本拠の位置が別府市内であること。 

 (4) 自動車検査証に記載の用途が貨物又は特種であること（随伴用自動

車を除く。）。 

 (5) 自動車検査証に記載の自家用・事業用の別が事業用であること（随

伴用自動車を除く。）。 

 (6) 令和７年４月１日以前から第５条に規定する申請の日までの間、補



助事業のために使用していること。 

 （補助金の額等） 

第４条 補助金の額は、次の各号に掲げる補助対象車両に応じ、当該各号

に定める額とする。ただし、随伴用自動車は、１台につき５万円とする。 

 (1) 普通自動車 １台につき５万円 

 (2) 小型自動車 １台につき３万円 

 (3) 軽自動車 １台につき１万円 

２ 前項の規定にかかわらず、補助金の額は一の補助対象者につき５０万

円を上限とする。 

 （補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、

令和７年度別府市貨物運送事業者等燃料価格高騰対策事業補助金交付申

請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、令和８年３月３１日ま

でに市長に提出しなければならない。 

 (1) 次のア、イ及びウに掲げる補助事業に応じ、当該ア、イ及びウに定

める書類 

  ア 一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業 国土交通

大臣の許可書等の写し 

  イ 貨物軽自動車運送事業 貨物軽自動車運送事業経営届出書等の写

し 

  ウ 自動車運転代行業 大分県公安委員会からの自動車運転代行業の

認定証の写し 

 (2) 第２条第２項第１号本文に該当する者でないことが確認できる書

類 

 (3) 法人にあっては直近の法人税確定申告書別表１の写し、個人にあっ

ては直近の確定申告書第１表の写し  

 (4) 補助対象車両一覧表（様式第２号） 

 (5) 補助対象車両全ての自動車検査証の写し（有効期限内のもの） 

 (6) 補助対象車両全ての写真（カラー写真で補助対象車両の前面全体及

び自動車登録番号標又は車両番号標が写っており、かつ、自動車登録

番号又は車両番号が確認できるもの） 



 (7) 誓約書（様式第３号） 

 (8) その他市長が必要と認める書類 

 （補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条に規定する申請があったときは、その内容を審査の

上、補助金の交付又は不交付を決定し、令和７年度別府市貨物運送事業

者等燃料価格高騰対策事業補助金交付（不交付）決定通知書（様式第４

号）により申請者に通知する。 

 （補助金の交付請求） 

第７条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた申請者は、補

助金の交付を請求しようとするときは、当該通知を受けた日から３０日

以内に令和７年度別府市貨物運送事業者等燃料価格高騰対策事業補助金

交付請求書（様式第５号）に振込先口座通帳の写しを添えて、市長に提

出しなければならない。 

２ 市長は、前項に規定する請求があったときは、当該請求の日から３０

日以内に補助金を交付するものとする。 

 （補助金の交付決定の取消し等） 

第８条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該

当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

この場合において、当該取消しの部分について、既に補助金が交付され

ているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

 (1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (2) 補助金の交付の条件に違反したとき。 

 (3) その他この要綱の規定に違反したとき。 

 （その他） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、

市長が別に定める。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年３月２日から施行する。 

（別府市貨物運送事業者等燃料価格高騰対策事業補助金交付要綱の廃止） 

２ 別府市貨物運送事業者等燃料価格高騰対策事業補助金交付要綱（令和



６年別府市告示第２６号）は、廃止する。 

 

 

 

 （制定理由） 

    燃料価格高騰の影響を受けている運送事業者等を支援するため、

令和７年度別府市貨物運送事業者等燃料価格高騰対策事業補助金

を交付することにつき必要な事項を定めるため、要綱を制定しよ

うとするものである。 

 


